
種別 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 備考

公有化後における史跡等の管理・活用計画

公有化及び管理・活用の実施スケジュール

内容（具体的な実施方法を含めて明記する）

管理
(R7買上地)

草刈 地元地区に委託し、年3回実施 R8～

公有化 R7～9

巡回監視
文化財担当職員によるパト
ロールを年3回実施

R8～

整備計画等策定
整備基本設計
保存管理計画
実施設計

R6～7
R8
R8～R9

暫定整備
(解説板整備・解説)

簡易解説板の設置
現地解説

R8
R9～14

・R7買上地の暫定開放は、R15予定の史跡公園としての公開を部分的に先行して実施するものであり、史跡全体の整備基本計画との整合性に留意して実施する。
・ガイドによる解説は、R7買上地に設置する簡易解説板を活用して実施することとし、当該史跡の重要性、今後の整備・活用への理解を促進するものとする。

活用
(R7買上地)

活用
(全体計画)

史跡公園公開 R15～

整備工事 整備工事 R10～R14

上記に係る特記事項


